綾瀬市立中学校の部活動の地域展開についてのQA
Q1．地域クラブとは何ですか？
A1．少子化による部員数の減少、少子化に伴う教員（部活動顧問）の減少、学校の働き方改革の推進等の現状による部活動維持の困難さから、地域クラブ（スポーツ協会や関係機関等の指導）に展開して、持続可能な活動を行うために綾瀬市が主体となって行うクラブです。
Q2．地域展開する部活動と活動拠点は？
A2．令和８年度夏以降に地域展開する部活動は、以下の４種目です。
	　対象種目
	対象校
	活動拠点場所

	軟式野球部
	北の台中学校
	
春日台中学校
所在地：綾瀬市吉岡393-1

	
	綾北中学校
	

	
	城山中学校
	

	
	綾瀬中学校
	

	
	春日台中学校
	

	陸上競技部※
	北の台中学校
	北の台中学校
所在地：綾瀬市蓼川1-2-1

	
	綾北中学校
	

	
	城山中学校
	

	
	綾瀬中学校
	綾瀬中学校
所在地：綾瀬市深谷南2-3-1

	
	春日台中学校
	

	バレーボール部
	男
	綾北中学校
	綾北中学校
所在地：綾瀬市深谷上4-4-1

	
	女
	綾瀬中学校
	綾瀬中学校

	
	
	綾北中学校
	

	
	
	城山中学校
	

	バドミントン部
	北の台中学校
	北の台中学校

	
	綾北中学校
	綾北中学校

	
	城山中学校
	城山中学校
所在地：綾瀬市早川2230

	
	綾瀬中学校
	綾瀬中学校


　　※陸上競技については、IIMURO GLASS 市民スポーツセンター陸上競技場（綾瀬市深谷上3-6-1）で活動する場合もあります。
Q3．地域クラブの指導は、誰が行うのですか？
A3．専門的な知識・技能をもった地域の指導者や希望する学校の先生が指導をします。

Q4．地域クラブに入らないと休日の部活動は参加できなくなるのでしょうか？また、大会や試合等も出場できないとのことでしょうか？
A4．部活動では休日の活動は行わなくなり、大会には地域クラブで出場する形になります。

Q5．地域クラブは休日から移行するとのことですが、祝日（ゴールデンウイーク等）や長期休み（夏季休暇等）の場合は地域クラブに加入していない場合は参加ができないのでしょうか？
A5．祝日は休日扱いになりますので、地域クラブとして活動、長期休みの場合は、平日の練習は部活動、土日祝日又は大会につきましては、地域クラブでの活動となります。

Q6．地域クラブは、中体連の大会に参加できるのでしょうか？
A6．日本中体連は、地域クラブの出場を認めています。ただし、種目ごと出場の要件
　　 がありますので、大会要綱等での確認が必要です。

Q7．大会で使用するユニフォームは個人で購入するのでしょうか？
A7．地域クラブ用に新たに購入が必要になる種目については、部活動と２重負担にならないように市で購入します。

Q8．地域クラブだけ加入することは可能ですか？また、学校の部活動とは別種目の地域クラブに加入することは可能ですか？
A8．個別対応となりますので、教育指導課（７０－５６６０）にご相談ください。

Q9．地域クラブへ加入した際、活動拠点までの送迎はあるのですか？
A9．送迎はありませんので、各自で活動拠点までお越しいただくようお願いします。

Q10．地域クラブの見学や体験をすることは可能ですか？
A10．見学いただくことは可能です。体験については保険に加入していないことから、原則不可とさせていただいております。

Q11．地域クラブへの加入方法は？途中から加入することは可能ですか？
A11．専用のアプリからお申込みいただきます。詳細は6月上旬頃に行う説明会にてご案内します。途中からの加入も可能です。

Q12．なぜ部費とは別に受益者負担金3,000円を払うのですか？
A12．当初は国等の補助金を見込み、休日の全部活動が地域展開されるまでは徴収しない方針としていましたが、国等からの補助金額が当初の想定から大きく下回ってしまったことから、将来にわたり安定した運営資金等を確保し事業の継続性を高めるため、受益者負担金を徴収する方針となりました。

Q13．受益者負担金3,000円は何のための費用なのですか？
A13．消耗品・用具購入費、大会参加費、指導者謝金、運営事務局人件費、保険料等地域クラブの活動費用に充てるものです。

Q14．受益者負担金の支払い方法はどうするのでしょうか？
A14．専用のアプリを通じて、口座即時決済、クレジットカード、コンビニ払い等の方法でお支払い可能です。

Q15．兄弟で地域クラブに加入する場合、受益者負担3,000円は2名分支払うことになるのでしょうか？
A15．受益者負担3,000円につきましては世帯ではなく、1名3,000円という形になりますので、2名分支払っていただくことになります。

Q16．地域クラブを途中でやめたい場合の手続きの方法はどのようにしたらいいのでしょうか？ また途中退会した場合の受益者負担金の返金はあるのでしょうか？
A16．地域クラブの運営事務局にお伝えください。基本的にはその月支払った3,000円については、返金はありません。

Q17．今後について、地域展開する種目と時期はいつ頃でしょうか？
A17．サッカー、バスケットボール、ソフトテニス、卓球、剣道、吹奏楽、マーチングバンドの7種目を予定してます。時期は種目によって異なりますが、令和9年度以降となります。

Q18．今後地域展開する種目も受益者負担3,000円はあるのでしょうか？
A18．今後地域展開する種目に関しましても、受益者負担はあります。なお、次年度以降の額については、現時点では未定です。(今年地域展開する４種目についても、次年度以降の額は未定です。)

